　沖縄県に所在する
建築士事務所の開設者の皆様へ

　　　　　　　　　　　　　　　　　(一社)沖縄県建築士事務所協会　会長　仲元　典允

　　　　　　　　　　ご　挨　拶　と　ご　案　内　
　　
謹啓　時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
　　　平素は、当協会に対しまして、格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。
　　　私は、当協会会長の仲元典允と言います。一言ご挨拶とご案内を申し上げます。
　　　さて、ここ近年、建築設計界を取り巻く状況は、建築基準法及び建築士法の改正、それに続く運用改正と目まぐるしく変化しており、講習会、研修会、各種報告等の行うべき事項が多々求められるようになりました。
　　　また、建築士事務所においては、クライアントからの設計・工事監理への多様なニーズや契約業務に係る状況にうまく対応しきれていないことが見受けられます。

その中にあって、建築士、事務所開設者、管理建築士の皆様には、更なる各種情報の入手や仲間との意見交換等が重要な意義を持つことになり、単独で業務を進めることから来る情報過疎化と仲間との疎遠化のリスクを、できるだけ避けることが望まれます。

　　　　　　　　当協会においては、官公庁等からの各種情報の提供や、会員からの相談、疑義照会への対応、委員会活動、会員との行事活動、賛助会との意見交換会等、様々な交流が行われています。また、平成２６年度から顧問弁護士による無料相談、会員設計による金融機関の住宅ローンの金利優遇などが用意され、日頃の業務交流やいざという時の環境づくりに繋がって行くものと思っています。
　　　
当協会は、平成２１年に建築士法に定められた法定団体として位置づけられ、自律的監督体制を持つ団体として、事務所経営の適正な運営と健全な発展、建築主の利益の保護を図ることを目的として活動しております。これらのことから、当会及び当会会員は、建築主等の信頼を得られるものと考えております。
　　　事務所経営の適正な運営については、それに必要な業務報酬料に係る告示第１５号の遵守を、当協会と関係団体及び多くの会員が県をはじめ地方自治体へ働きかけてきました。その結果、県においては平成２１年１０月から適用することになり、その後、順次、市町村自治体も適用を始めました。これも組織力・会員力の効用だと考えております。
　　　また、建築主の利益保護を図るこということは、建築主等から苦情あった対象事務所の開設者に対しての指導、勧告業務や、苦情相談業務などであり、また、会員は当協会からのこれらの要請については、正当な理由がない限りこれを断ることができないことになっております。（会員は応答義務がありますが、非会員は応答義務がありません。）
このことは、当協会の会員であることだけで、消費者からは、　　信頼の形として見えてくるということであります。

　　　平成２３年の４月からは、建築士事務所登録等の業務が県から当協会に移管され、当協会の業務として行っております。「建築士事務所登録申請書（新規、更新）」、「建築士事務所登録事項変更届」、「建築士事務所登録証明願」、「建築士事務所廃止届」、「設計等の業務に関する報告書」について、当協会事務局へお問い合わせ下さい。
　　　以上、建築士事務所や当協会に関わることを色々申し上げましたが、当協会について、さらにお知りになりたい方は、下記の当協会の身近な理事又は事務局にお問い合わせ下さい。ご入会についてご一考下されば幸いです。
敬具
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２７年２月吉日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
　平成２６年度　一般社団法人　沖縄県建築士事務所協会役員
　　会　　　長　　仲元　典允　(株)現代設計（098-979-9070）
　　副　会　長　　野原　　勉　(株)都市建築設計（098-858-1002）
　　副　会　長　　新垣　昇盛　(有)三和総合設計（098-863-7567）
　　副　会　長　　武岡光明　(有)真玉橋設計事務所（098-937-2777）
　　専務　理事　　玉那覇仁秀　(社)沖縄県建築士事務所協会（098-879-1311）
　　理　　　事　　外間　　勉　(有)外間建築設計事務所（098-855-7572）
　　理　　　事　　宮平　隆雄　(株)宮平設計（098-867-1234）
理　　　事　　具志堅　力　(株)具志堅建築設計事務所（098-832-1161）
　　理　　　事　　比嘉　盛朋　(株)国建（098-862-1106）
　　理　　　事　　當間　　卓　(株)泉設計（098-832-1302）
理　　　事　　池間　　守　(株)エー・アール・ジー（098-877-5556）
理　　　事　　銘苅　正康　(有)めかる設計（098-876-4355）
　　理　　　事　　神里　光好　(株)神里設計（098-833-1557）
理　　　事　　渡慶次　伸　(有)エン設計（098-933-8885）
　　理　　　事　　松島　良治　(株)松島設計（098-936-0033）
　　理　　　事　　門口　安則　(有)アトリエ門口（098-974-3554）
　　理　　　事　　新里　　均（同）新里建築設計事務所（098-893-0267）
理　　　事　　佐久川守仁　(株)ＫＳ設計室（0980-53-3891）
　　理　　　事　　又吉　光男　(有)結設計（0980-52-0700）
　　理　　　事　　垣花　正昭　(有)都一級建築設計事務所（0980-72-7104）
　　理　　　事　　下地　勝明　(株)央設計（0980-83-3383）
　　監　　　事　　平良　俊夫　(株)フォーム建築研究所（098-877-2455）
　　監　　　事　　慶佐次　操　(有)名工企画設計（098-868-9491）




※　(社)沖縄県建築士事務所協会　事務局　玉那覇仁秀、山里美奈子、照屋直子
住所：浦添市西原一丁目４番２６号　電　話：０９８－８７９－１３１１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ：０９８－８７０―１６１１
　○建築士事務所の選択基準は、信頼です。
　　　　　苦情応答義務は、説明責任（アカウントビリティ）であり、信頼への指針である。

　　
（一社）沖縄県建築士事務所へのご入会案内

（一社）沖縄県建築士事務所協会は、建築士事務所の建築設計監理業務の進歩改善とその健全な発展を図り、建築文化の向上に貢献することを目的に、昭和３０年７月に創立されました。
平成２１年１月には法定団体として、新たに知事認可を受け、建築士事務所の適正な運営と健全な発展と建築主の利益の保護を図ることを目的に再スタート致しました。
現在の事業活動としては、主に事務所の仕事をＰＲする「住宅設計展」、県民サービスの「建築相談」、「苦情相談」や法定講習である「建築士定期講習」、知事指定の「開設者研修」など専門家集団としての役割や研鑽に努める活動を積極的に押し進めています。
　さらに、会員は、「例会」や「イベント交流会」を通しての会員同士の意見交換会や交流、機関誌「日事連」・「ひんぷん」や「會報」などによるタイムリーな有益情報の入手、会員設計による住宅ローンの金利優遇、顧問弁護士の無料相談など、非会員が得られないメリットが得られます。
　なによりも、消費者保護の観点から団体による自律的監督体制を確立するために、法定団体として位置づけられた本会の会員になることは、消費者からの信頼を得るためのスタートラインに立つことになります。
◎（一社）沖縄県建築士事務所協会の概況
・創　　　立　昭和３０年７月１７日
・　正会員＝１９１事務所、賛助会員＝１２４社、計３１5社（平成２７年２月６日現在）
・会員の種別　正会員＝知事に登録した建築士事務所の代表者（会員資格選考規程あり）
　　　　　　　賛助会員＝建築士事務所の事業を賛助する個人又は法人
・委員会活動　総務、事業、業務、広報、技術、住宅、指導の各委員会のほか、必要に応じて特別委員会、専門委員会を設置します。　　

・　
（１）士法に基づく建築士事務所の業務に係る契約内容の適正化、その他建築主の利益の保護を図るた
め必要な建築士事務所の開設者に対して行う指導、勧告その他の業務
（２）士法に基づく建築士事務所の業務に対する建築主その他の関係者からの苦情を解決する業務
（３）士法に基づく建築士事務所の開設者に対する業務の運営に関する研修及び建築士事務所に所属す
る建築士に対する設計等の業務に関する研修業務
（４）士法に基づき沖縄県知事から指定を受けて行う建築士事務所の登録及び閲覧事務
（５）士法に基づく登録講習機関からの受託業
（６）建築設計・工事監理業務の進歩改善に関する調査・研究及び広報業務
（７）官公庁等からの受託業務
（８）関係諸団体との交流
（９）前各号に関する印刷物等頒布
（10）会員相互の親睦及び福利厚生に関する事業
（11）労働保険事務組合に関する事業
（12）その他この会の目的を達成するために必要な事業

・上 部 団 体　（一社）日本建築士事務所協会連合会

・　
（１）顧問弁護士の無料相談
　（２）会員設計による住宅ローンの金利優遇
（３）機関誌「日事連」、本会機関紙「ひんぷん」、ＦＡＸニュース「會報」等で随時
（４）各建築関係団体等から情報の入手
（５）事務所更新登録時期等の事前連絡
（６）事務所の業務に必要な書類などの割引販売
（７）建築士事務所賠償保険等への加入資格
　（８）保険の代行
　（９）講習、研修会などの受講料割引
　（10）行政等への意見の具申、陳情、要請
　（11）連建築賞への応募、本会主催の住宅設計展への出展
　（12）関紙等への意見発表や作品紹介
　（13）親睦行事等（チャリティゴルフ大会、野球大会）への参加
　（14）設計者推薦依頼に対する会員紹介
　（15）事務所登録更新時期のお知らせ

◎入会金等
・　０円（平成２７年１月～１２月末）
・　均等会費　年額48,000円、按分会費（職員数により5,400円～180,000円）
・　入会金は不要、会費　年額50,000円
・手　続　き　所定の申込書に記入して事務局へ提出して下さい。理事会での審査を経て、ご通知致しします。


　○　建築士事務所の選択基準は、信頼です。
　　　　　応答義務は説明責任（アカウントビリティ）であり、信頼への指針である。
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